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（
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
の
た
め
の
日
本
国
と
ス
イ
ス
と
の
間
の
条
約
を
改
正
す
る
議
定
書
に

関
す
る
交
換
公
文
）
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日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
本
日
署
名
さ
れ
た
議
定
書
（
以
下
「
二
千
二
十
一
年
議
定
書
」
と
い
う
。
）
、

二
千
十
年
五
月
二
十
一
日
に
ベ
ル
ン
で
署
名
さ
れ
た
議
定
書
及
び
二
千
二
十
一
年
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
千
九
百
七
十

一
年
一
月
十
九
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
の
た
め
の
日
本
国
と
ス
イ
ス
と
の

間
の
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
並
び
に
租
税
に
関
す
る
二
千
十
年
五
月
二
十
一
日
付
け
の
日
本
国
政
府
と
ス
イ
ス
連

邦
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
（
以
下
「
二
千
十
年
交
換
公
文
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
合
意
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
次
の
提
案

を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
行
う
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１

二
千
十
年
交
換
公
文
２
の
規
定
は
、
二
千
二
十
一
年
議
定
書
第
十
九
条
２
の
規
定
に
従
っ
て
二
千
二
十
一
年
議
定
書
が
適

用
さ
れ
る
租
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な
く
な
る
。
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所
得
に
対
す
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回
避
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た
め
の
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イ
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の
間
の
条
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を
改
正
す
る
議
定
書
に

関
す
る
交
換
公
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）
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本
側
書
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）
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文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
本
日
署
名
さ
れ
た
議
定
書
（
以
下
「
二
千
二
十
一
年
議
定
書
」
と
い
う
。
）
、
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十
年
五
月
二
十
一
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に
ベ
ル
ン
で
署
名
さ
れ
た
議
定
書
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び
二
千
二
十
一
年
議
定
書
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よ
っ
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改
正
さ
れ
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千
九
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九
日
に
東
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た
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ス
イ
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の
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条
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（
以
下
「
条
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い
う
。
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並
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五
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本
国
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ス
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い
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に
よ
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に
言
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す
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と
と
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に
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の
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案

を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
行
う
光
栄
を
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ま
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。

１
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千
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年
交
換
公
文
２
の
規
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は
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二
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年
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書
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十
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条
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の
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に
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二

２

条
約
第
二
十
五
条

の
規
定
に
関
し
、
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
な
無
形
資
産
に
関
す
る
条
約
第
九
条
１
に
規
定
す
る
状

12
(b)

況
に
お
け
る
利
得
の
更
正
と
は
、
二
千
十
七
年
七
月
付
け
の
多
国
籍
企
業
及
び
税
務
行
政
の
た
め
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
移
転
価
格
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
第
六
章
Ｄ
４
（
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
な
無
形
資
産
）
（
改
正
を
含
む
。
）
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
当
該
更
正
を

い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

本
使
は
、
前
記
の
提
案
が
ス
イ
ス
連
邦
政
府
に
と
っ
て
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
書
簡
及
び
そ
の
旨
の
閣

下
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
二
千
二
十
一
年
議
定
書
の
効
力
発
生
の
時
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と

す
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
一
年
七
月
十
六
日
に
ベ
ル
ン
で

ス
イ
ス
連
邦
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

白
石
興
二
郎

ス
イ
ス
連
邦

大
使

国
際
金
融
庁
副
長
官

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
フ
リ
ュ
ッ
キ
ガ
ー
閣
下
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二
千
二
十
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月
十
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日
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ベ
ル
ン
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ス
イ
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連
邦
駐
在

日
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全
権
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郎
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イ
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連
邦

大
使

国
際
金
融
庁
副
長
官

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
フ
リ
ュ
ッ
キ
ガ
ー
閣
下



四

（
ス
イ
ス
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し

ま
す
。
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本
側
書
簡
）

本
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連
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前
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の
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を
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も
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と
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ず
る
も
の
と
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こ
と
を
確

認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
一
年
七
月
十
六
日
に
ベ
ル
ン
でス

イ
ス
連
邦

大
使

国
際
金
融
庁
副
長
官

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
フ
リ
ュ
ッ
キ
ガ
ー

ス
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連
邦
駐
在

日
本
国
特
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全
権
大
使
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興
二
郎
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下



五
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